
このたびの豪雨により被災された皆様に心からお見舞い申しあげます。

２０２０年８月４日付の年金ＮＥＷＳ（※１）にてご案内したとおり、令和２年７月豪雨に係る、確定拠出
年金（ＤＣ）掛金の納付の特例、及び厚生年金基金の掛金納付等の期限の延長が定められました。

延長後の納付期限については、別途災害の復旧状況等を踏まえ定める、とされていましたが、２０２０年
１２月１日に告示（※２）が公布され、これが定められましたのでご案内いたします。

※１ 〇2020_04_年金NEWS2020.08.04【ＤＣ・厚年基金】令和２年７月豪雨に係る企業年金の掛金納付特例
について

※２ 〇厚生労働省告示第３７４号「熊本県の一部の地域における社会保険料及び労働保険料等に関する
納期限等を指定する件」
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=495200314&Mode=1

〇厚生労働省告示第３７６号「熊本県の一部の地域における事業主掛金及び企業型年金加入者掛金に
関する納付の期限を指定する件」
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=495200321&Mode=1

（注）確定給付企業年金（ＤＢ）については、掛金納付期限延長等に関する通知等は発出されており
ませんが、各企業・基金様にて納付期限の延長等を実施することを検討されている場合については
その旨厚生局にご相談ください。

当年金ＮＥＷＳでは、これらの措置についてご案内いたします。

【内容】
Ⅰ．確定拠出年金の掛金納付特例について（再掲）
Ⅱ．厚生年金基金の掛金納付等の期限の延長について（再掲）

* 本資料では、「確定拠出年金」を「ＤＣ」、「確定給付企業年金」を「ＤＢ」と表記します。

本資料は、作成時点における信頼できる情報にもとづいて作成されたものですが、その情報の確実性を保証するものではありません。
本資料に含まれる会計・税務・法律等の取扱いについては、公認会計士・税理士・弁護士等にご確認のうえ、貴団体自らご判断ください。

◇２０２０．１２．７ 日本生命保険相互会社 団体年金コンサルティングＧ 発行（日本-年基-202012-170-0513-D）

TEL : 03-5533-5572

〔受付時間：月～金曜日 9:00～17:00 (祝日、12/31～1/3を除く。）〕

E-mail : kikinmadoguti@nissay.co.jp 

年金ＮＥＷＳ 2020.12.7号

ＮＩＳＳＡＹ

令和２年７月豪雨に係る企業年金の掛金納付特例について（続報）

年金ＮＥＷＳに関する照会先
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Ⅰ．確定拠出年金の掛金納付特例について

○厚生労働省が地域、延長後の納付期限を指定したうえで、指定された地域全体について、当該特例取扱いが企
業型年金規約に規定されている場合、事業主掛金・企業型年金加入者掛金（いわゆる「マッチング拠出」）の
納付期限が延長される仕組みです。

特例適用前

○掛金を、翌月末日までに納付（追納不可）。

６月 ７月 ８月

災害等が発生

特例適用後

○災害等により、翌月末日での納付が困難な掛金については、厚生労働省が定める日までに納付可能とする。

６月 ７月 ８月

災害等が発生

６月掛金を７月末に

納付困難

別途定められる
日まで納付可能

厚生労働省が納付期限を指定

○令和２年７月豪雨で被災された地域の企業型ＤＣ実施事業所の事業主等に、この掛金納付特例が適用されまし
た。延長後の納付期限は未定で、別途災害の復旧状況等を踏まえ定められます。

＜図はイメージ＞

対象となる
地域

〇以下の地域に所在地を有する実施事業所の事業主

〇以下の地域に住所を有する企業型年金加入者（以下の住所に所在地を有する実施事業所の事業
主を介して企業型年金加入者掛金を納付する企業型年金加入者含む）

熊本県

人吉市、球磨郡球磨村、球磨郡山江村、球磨郡相良村、球磨郡錦町、

球磨郡あさぎり町、球磨郡多良木町、球磨郡湯前町、球磨郡水上村、

球磨郡五木村、八代市坂本町、葦北郡芦北町

延長後の

納付期限
○２０２１年２月１日

対象となる
掛金

○２０２０年７月４日から２０２１年１月３１日までに納付するものとされる掛金

今回判明した内容（赤字下線部分）



〇なお、当該特例による掛金の納付期限日の延長については、その取扱いが企業型年金規約に規定されている
必要がありますが、納付期限日の延長に係る規定が定められていない場合で、今般の特例を適用する必要が
ある場合、個別に厚生局に相談することとされています。（※）

※厚生労働省年金局企業年金・個人年金課長事務連絡「熊本県の一部の地域における事業主掛金及び企業型年金
加入者掛金の納付の特例について」（2020年7月31日）

Ⅱ．厚生年金基金の掛金納付等の期限の延長について

○厚生労働省が地域、延長後の納付期限を指定したうえで、指定された地域に所在する事業所等については、

健康保険料その他の社会保険料の納付などの期限を延長するものです。

延長後の

納付期限
○２０２１年２月１日

対象となる
掛金

○２０２０年７月４日から２０２１年１月３１日までの間に期限が到来する、存続厚生年金基金
の掛金その他の徴収金等

○令和２年７月豪雨で被災された地域に主たる事務所の所在地を有する存続厚生年金基金の掛金の納付または徴
収等に対して、期限が延長されました。延長後の納付期限は未定で、別途災害の復旧状況等を踏まえ定められ
ます。

対象となる
地域

〇以下の地域に主たる事務所の所在地を有する存続厚生年金基金

前ページ（確定拠出年金の掛金納付特例の対象地域）に同じ

今回判明した内容（赤字下線部分）


